
令和６年12月２日
（被保険者証廃止日）

被保険者証

令和６年８月１日
（一斉更新）

令和７年７月31日
（一斉更新）

被保険者証・資格確認書・資格情報のお知らせの更新スケジュール （資料３別添資料）
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※１

※１

※１ 被保険者証（有効期限は令和７年7月31日）を交付されている方が、令和６年12月２日（被保険者証廃止日）以降に被保険者の
券面情報（負担割合や住所等）が変更になった場合、新たな被保険者証を交付せず、資格情報のお知らせまたは資格確認書を交付
する。
また、令和６年12月２日以降に被保険者証を紛失した場合も被保険者証の再発行は不可能となるため、資格情報のお知らせまた

は、資格確認書を交付する運用になる。

※２

※２ 令和７年度以降の資格確認書及び資格情報のお知らせの一斉更新については、これまでの被保険者証と同様に２年に一度とする
予定である。


